
                         資料２ 

福祉サービス第三者評価事業の最近の動向と今後の対応について 

 

１ 評価基準（厚生労働省） 

現在のところ、改正等の動きはありません。 

 

２ 評価機関の認証辞退（長野県）（R5.3） 

(1) 評価機関名等  有限会社エフワイエル 松本市蟻ヶ崎台24-3（認証番号 長野20-002） 

(2) 認証辞退年月日 令和５年３月31日 

 

３ 受審勧奨した法人・事業所への情報提供（メールマガジンの発行） 

(1) 相手方  保育所（認定こども園）・放課後児童クラブを運営する15市町村、 

一部の社会福祉法人（※了解を得た５法人） 

(2) 内 容 

 送信日 内   容 

第

１

号 

令和５年

３月23日

（木） 

【１】令和４年度第三者評価結果の公表状況は次のとおりです（23件） 

【２】保育所を運営する市への受審勧奨を行いました 

【３】保育所の受審状況を一覧表にしました（一覧表添付） 

【４】長野県社会福祉審議会福祉サービス第三者評価推進専門分科会を開催しました 

（評価機関一覧） 

第

２

号 

令和５年

10月３日

（火） 

【１】令和４年度第三者評価結果の公表状況をお知らせします（８件） 

【２】（有）エフワイエルさんが評価機関の認証を辞退されました 

【３】特別養護老人ホームの受審状況を一覧表にしました（一覧表添付） 

【４】保育所の受審について 

（評価機関一覧） 

 

４ 今後の対応（案）（長野県） 

(1) 受審勧奨した法人・事業所への情報提供（メールマガジンの発行） 

(2) Ｘ（旧Twitter）による情報発信 
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Ⅹ(旧 Twitter)を活用した第三者評価情報の広報について 

 

１ 現状と課題 

 ・福祉サービス第三者評価制度の普及が事業者側にもユーザー側にも進んで

いない。 

 ・令和４年度においては、虐待事件や置き去り事故を受け、保育所を設置す

る 16 市に対して受審勧奨を行った。(事業者側への普及啓発) 

 ・ユーザー側への普及については、ホームページ掲載のみであり、さらなる

広報が必要。（ユーザー側への普及啓発） 

 

２ 考 察 

 ・第三者評価情報を一般ユーザーに見ていただくためには、 

ＳＮＳの活用が有効と考えられる。 

 ・広く活用されているＳＮＳとしては、Ⅹ(旧 Twitter)、 

Facebook、LINE が挙げられる。 

 ・広報・共創推進課においては、「長野県ツイッターに関す 

るガイドライン」を定めているが、他の媒体については、 

現在のところ、定めがない。 

 

３ 今後の方針 

 ・第三者評価専用のＸ(旧ツイッター)アカウントを作成済。 

※「福祉サービス第三者評価（長野県）@daisansyanagano」 

 ・投稿内容（ＨＰのＵＲＬを貼付し簡単な案内文を添える。） 

① 評価結果公表のお知らせ(WAM-NET) 

② 専門分科会等関連行事の開催情報(県ＨＰ) 

③ 事業所アンケートの結果(〃) 

④ その他、第三者評価に関する話題など(〃) 

⑤ 末尾に「#第三者評価」「#長野県」「#保育所」（事業所分類）を記載。 
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＜第三者評価結果公表のお知らせ＞ 

○○市の〇〇〇〇〇〇デイサービスセンターが第三者 

評価を受審され、評価結果が公表されましたのでお知ら 

せします。 

令和２年に引き続き２回⽬の受審となりました。 

＃第三者評価 
  

＃⻑野県 
  

＃通所介護 

（評価結果はこちらからどうぞ） 
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